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現行の「産業革新条例」の租税優遇措置は2019年末

に実施期間が終了するため、経済部では、スマート機

械及び第5世代(5G)移動通信システム関連設備及び

技術の投資税額控除に係る条文の改正、現行の租

税優遇の10年延長、未処分利益による実質投資を

行った場合の5%の未処分利益課税の免除規定の追

加、及び適切な法令の緩和による改正条文を作成し、

2019年6月19日及び21日の立法院臨時会にて可決さ

れました。

今回の主要な法改正のポイント

一． スマート機械及び5G移動通信システム投資税額

控除(第10条の1)

企業が自社で使用する新規スマート機械に投資する

場合、又は5G移動通信システム関連設備又は技術

（新規ハードウェア、ソフトウェア、技術又は技術サー

ビスを含む）の導入に投資する場合、同一課税年度

内のその支出合計額がNT$100万以上10億以下の範

囲において、営利事業所得税額の税額控除が認めら

れます。当該規定は2019年1月1日から遡及適用され、

スマート機械に係る実施期間は2021年12月31日まで、

5G移動通信システムに係る実施期間は2022年12月

31日までとなっています。その税額控除方法は次の２

つから１つを選択することが出来ますが、選択後、変

更することは出来ません。

1. 支出額の5％を上限として、当年度の営利事業

所得税額から控除することができる。

2. 支出額の3％を上限として、当年度より３年間に

わたって各事業年度の営利事業所得税額から

控除することができる。

税額控除額は各事業年度の税額控除前営利事業所

得税額の30％を限度とします。また、同一年度におい

て、前項の投資税額控除及びその他投資税額控除を

併用適用する場合、当年度控除可能合計額は、当年

度の営利事業所得税額の50％を上限とします。但し、

その他法律規定(例：生技新薬産業発展条例)により

当年度が控除最終年度であり、且つ控除金額に制限

を受けない場合、この限りではありません。当該投資

税額控除の具体的な適用範囲は以下の通りです。

• スマート機械：ビッグデータ、人工知能、IoT、ロボッ

ト、リーン生産方式、デジタル管理、O2O（online to

offline）、積層造形又はセンサーに係るスマートテ

クノロジー要素を運用し、生産情報可視化、故障予

測、精度補正、自動パラメータ設定、自動制御、自

動スケジューリング、SaaS（Software as a Service）、

フレキシブル生産又は混合生産を有するスマート

機能

新しい租税優遇措置 ─ 産業革新条例改正案の可決
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• 5G移動通信システム：生産効率の向上又はスマー

トサービスの提供のため、第三世代携帯電話の無

線通信技術に関する標準化プロジェクト（3GPP）の

リリース15以上の規定に適合する中高周波通信技

術、多素子アレーアンテナ、ネットワークスライシン

グ、ネットワーク仮想化、ソフトウェア・デファインド・

ネットワーク、エッジコンピューティング等の第5世

代移動通信(5G)に係る技術、設備（テスト用を含

む）又はバーティカル産業向けアプリケーションシ

ステムを運用したもの

会社又は有限責任組合は投資税額控除の適用を申

請する場合、一定の効果を伴う投資計画を提出し、各

中央目的事業主務機関から専門案件として承認を受

けなければなりません（同一課税年度の申請は1回を

上限とする。）。

二． 未処分利益による実質投資を行った場合の5%の

未処分利益課税の免除規定の追加(第23条の3)

2018年度の未処分利益課税を含む営利事業所得税

の申告より2029年12月31日まで、営利事業者が当該

利益発生年度の翌年より3年以内において、当該利

益により、自社の生産又は営業に供する建築物、ソフ

ト・ハードウェア設備又は技術を建築又は購入し、そ

の金額が一定の額に達した場合、当該投資金額は、

当年度未処分利益の計算時に、減算項目に計上する

ことができ、 5%の未処分利益課税が免除されます。

事業者の作業負担を軽減するため、本項の規定を適

用する営利事業者は、事前に投資計画案を提出し承

認を受ける必要はありません。未処分利益の申請時

に規定に基づき、申請書を記入し投資証明書類を添

付して、所在地の税務当局へ提出します。関連細則

は財政部により制定されます。また、当年度の未処分

利益課税を含む営利事業所得税の申告納付後、投

資が完了する場合、投資完了の日より1年以内に、規

定のフォームに記入し、投資証明書類を添付の上、

所在地の税務当局へ過大納付税額の還付を申請す

ることが出来ます。
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三． 研究開発費投資税額控除又は二倍控除(第10条

及び第12条の1)

実施期間が2029年12月31日まで延長されるほか、変

更はありません。

四． 従業員株式報酬として取得した株式報酬に対す

る課税の緩和(第19条の1)

実施期間が2029年12月31日まで延長されるほか、持

分比率50%を超える統制会社の従業員に従属会社が

従業員株式報酬を支給する場合にも適用されます。

また、当初の条文では「会社で支配人の職務を兼任

する代表取締役及び役員」は適用対象から排除され

ていましたが、「従業員株式報酬を支給する会社の役

員」へ改正されました。

五． 有限組合ベンチャー事業者のパススルー課税

(第23条1)

実施期間が2029年12月31日まで延長されるほか、.主

要な改正点は以下の通りです。

• 適用条件が「年度別出資」と「設立年度の出資額

がNTD3億に達する」の状況に区分されます。会社

設立年度より5年度にわたり満たさなければならな

い条件について、前者の出資状況は現行の規定と

同じで、基本的に「払込出資総額」を基準とします。

後者の出資状況は各年度の「決定出資総額」によ

り、そのベンチャー事業への累計投資額が基準を

満たすか否かにより判定されます。いわゆる「決定

出資総額」とは、ベンチャー投資事業が中央主務

機関に毎年の査定を申請した際に決定する前年

度出資総額を指します。当該出資総額は、当該事

業者の設立年度から前年度終了日までの実際累

計投資額を上回らなければならず、また所定の実

施期間満了までに払込出資総額の募集を完了し

なければなりません。
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• ベンチャー投資事業者が投資案件ごとに評価する

場合の準備時間を考慮し、各年度の国内での運

用資金が払込出資総額又は決定出資総額の50%

以上に達しなければならないという条件が設立第2

年度より適用されます。

注意事項

今回の産業革新条例及び租税優遇条文の改正に関

するKPMGの見解は以下の通りです。

• スマート機械及び5G移動通信システムの投資税

額控除は、短期の租税優遇措置に属します。他の

租税優遇措置の実施期間が2029年12月31日まで

であるのとは異なり、それぞれ2021年12月31日及

び2022年12月31日までとなっています。

• 未処分利益による実質投資を行った場合の5%の

未処分利益課税の免除規定の追加の優遇は、

2018年度の未処分利益課税を含む営利事業所得

税の申告より適用されます。その実質投資期間は

営利事業者の当該利益発生年度の翌年より3年

以内とされます。例えば、2018年度の未処分利益

による実質投資期間は2019年度から2021年度で

す。

• 関連租税優遇の適用について、直近3年で環境保

護、労働者、又は食品安全衛生等の関連法令に

重大な違反がないという条件に注意する必要があ

ります。
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